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2022 年に成立した経済安全保障推進法は、その目的として「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障

の確保の推進」を規定している。これを踏まえると、最も簡潔に表現して、政府が考える「経済安全保障」とは、

経済的手段を国家安全保障という目的のために用いることと理解して差し支えないだろう。 

 これとは少し異なるが、同様に安全保障と経済という 2 つの要素が混合した分野に、防衛産業がある。防衛

産業は、防衛装備品を製造する機能を有するという意味で国家安全保障そのものの構成要素である。一方、そ

の機能は経済アクターである企業に依存しているという経済的側面を有する。したがって、経済安全保障が、安

全保障における経済的要素の高まりを象徴する概念であるのと同様に、防衛装備品が高コスト化し高度な技術

が求められる中、防衛産業の持続性を考える上で、その経済性を考慮することが益々重要となってきている。し

かしながら、従来の防衛産業に関する議論では、防衛産業の経済的側面についての考慮が薄かった。具体的

には、防衛産業を産業の一分野として持続可能な形で維持していく姿勢が乏しかったと言える。それを最も端的

に表しているのが、防衛装備品の海外移転を抑制してきた旧武器輸出三原則であり、その間口を少しだけ広げ

た防衛装備移転三原則だった。 

 防衛装備移転だけではなく、先端技術を有する企業の新規参入を含む防衛産業全体の強化策については、

地経学研究所が 2023 年に発表した報告書『各国防衛産業の比較研究―自律、選択、そして持続可能性』で詳

述している。一方本稿では、上記のような問題意識の下、防衛装備品を巡る国際的な動向に特に着目し、装備

品の海外輸出に係る日本にとっての機会とその役割に対する要請について考えてみたい。 

強い供給サイドが主導する国際防衛市場 

一般に、世界で防衛支出が大きい国は、武器輸出の規模も大きい。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によ

れば、2022年の防衛費上位 10か国は、上から米、中、ロ、印、サウジ、英、独、仏、韓、日であり、2018-2022年

の 5年間における武器輸出規模上位 10か国は、米、ロ、仏、中、独、伊、英、スペイン、韓、イスラエルの順だっ

た1。防衛費上位 10 か国のうち、武器輸出規模上位 10 か国に入っていないのは、国内防衛産業基盤の弱いイ

ンド及びサウジと、武器輸出を抑制してきた日本のみである。防衛装備品の開発・生産には大きな初期投資と高

度な技術を要する上、量産数量に限りがあり、安定的な経営のためにはまとまった需要が必要となる。ある程度

の規模の防衛産業を国内で維持していくために、海外輸出が不可欠の手段であることは、このような国際的動

向を捉えれば明らかである。 

 また、近年、世界の武器輸出規模は増加傾向にあるが、その伸びを上回るペースで、米国の武器輸出規模

が拡大している。世界の上位 100か国の武器輸出規模は、過去 20年で 1.8倍となったが、米国のそれは、この

間で 3 倍となり、世界全体の 40％を占めるに至っている2。世界的な武器輸出規模の拡大は、武器に対する需

要面の拡大を表す一方、技術面で優位性の高い米国製品のシェアの大幅な拡大は、供給面における競争の激

化を示唆している。2024年 2月時点で SIPRIのデータにまだ反映されていない 2023年度の武器輸出について、

米国務省の公表資料を参照すると、対外有償援助（FMS）の規模は 2022年度の 519億ドルから 809億ドルへと
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55.9%増加している3。このうち、米国の予算を用いない有償での取引額は 623億ドルにとどまるが、それでも前年

度の総額を大幅に上回っている。 

供給サイドが主導してきた国際市場において、武器輸出の後発国がシェアを急激に拡大することは容易では

ない。日本は 2014 年に防衛装備移転三原則を策定し、従来の商業的な武器輸出を一律に抑制する方針を転

換したが、後発国としての強みの欠如により、輸出可能な装備品の分野が限られてきたことも相まって、海外輸

出を拡大できずにいた。 

国際的サプライチェーンへの参画を可能とする防衛装備移転三原則の改正 

このような状況への危機感から、政府は、2023 年 12 月に防衛装備移転三原則とその運用指針を改正した。改

正された三原則では、防衛装備の海外移転が望ましい安全保障環境の創出や侵略を受けている国への支援の

ため重要な政策手段であることを強調した。これは、侵略国に対応する場合はもちろんのこと、防衛装備移転は、

維持整備や教育訓練等を通じて輸出先国との関係を中長期的・構造的に構築し、日本を取り巻く安全保障環境

を改善することに資するとの認識に基づくものである。加えて、三原則では同時に、海外移転が防衛力そのもの

と位置付けられる防衛生産・技術基盤の維持・強化や防衛力の向上に資することが明確に規定された。これは、

防衛生産・技術基盤の強化にとって、防衛企業における事業の持続可能性を確保することは不可欠であり、防

衛装備移転はその持続可能性の確保に寄与するという認識の表れだろう。 

 また改正の具体的内容としては、国際共同開発された装備品に組み込まれている日本の部品や技術の第

三国への直接輸出や、従来米国への部品の輸出のみに限定されていたライセンス生産品のライセンス元国へ

の輸出（ライセンス・バック）の解禁、さらには、あらゆる種類の部品の輸出等が認め得ることになった。 

 一方で、共同開発品の完成品を日本から第三国へ直接輸出することや、国内で独自に開発された完成品

の輸出を、いわゆる「5 類型」（救難、輸送、警戒、監視及び掃海）に関するものを超えて広く認めることについて

は、2023 年末時点で、自民党・公明党間の与党協議において一致できなかった。第二段階の見直しに向けた検

討が進められている。 

 これらを踏まえると、先般の三原則見直しは、殺傷性を有する武器の完成品を日本が主導的に輸出するこ

とに依然としてためらいを残す一方で、それに至らないレベルで実践的にメリットのある輸出案件を三原則が妨

げることがないよう、慎重に配意されたものとなっていることが分かる。特に、国際共同開発に関しては、開発パ

ートナー国が主導する第三国輸出案件に対して拒否権を発動し、国際共同開発全体のメリットを損なうリスクを

低減するための手当てだと言える4。また、ライセンス生産品の輸出の全面解禁や、部品レベルの輸出の解禁は、

海外防衛プライム企業が確立した国際販路を利用する形で、日本の防衛産業を国際的なサプライチェーンに組

み込むことを可能とするものであり、輸出後発国の戦略としては現実的で妥当なものだ。 

 一方、共同開発された完成品の日本から第三国への直接輸出や 5類型以外の装備品の海外輸出を可能と

しない限り、日本の防衛企業が国際的な防衛プライムとして飛躍することは依然として困難な状況にある。この

点、残された論点を検討するため、2024 年の早い時期に二段階目の三原則見直しを議論する与党協議が再開

され、今後の方向性が検討される予定である。 

 2023 年末の改正により、日本の防衛産業ができることは格段に増えた。しかし、残された上記のような課題

は、なるべく早期に処理した方がよいと筆者としては考えている。その理由は大きく 3つある。 
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需要牽引型の防衛市場の現出 

第一に、従来は、大きな国内防衛産業を有する国が互いに競争して輸出拡大を企図する供給主導型の市場だ

った防衛装備品の取引が、需要牽引型に転じつつある。大国間競争の再燃により、数年前からこの兆候は見ら

れていた。しかしそれは、ウクライナ戦争の長期化によりさらに顕著になっている。 

ウクライナに対する最大の武器支援国である米国は、米軍自身が、航空優勢を含め、圧倒的な軍事力と技術

的優位により短期戦で勝敗を決する戦力構成をとってきたため、地上の消耗戦で重要となるりゅう弾砲の砲弾

や携行型の対戦車・対空ミサイルの在庫を多く保持してこなかった。このため、消耗戦に対応した武器支援で弾

薬やミサイルが不足しても、その部品や生産ラインがボトルネックとなり、増産に長期のリードタイムを要してい

る5。また、弾薬・ミサイルの在庫不足は、米国だけでなく欧州の NATO 加盟国においても共通の課題となってい

る6。加えて、ウクライナへの武器支援を巡っては、米議会でも下院を中心に共和党の反対が根強く、支援に必

要な予算を確保できる見通しが立っていない。結果、2024 年 1 月時点で、ロシアが 1 日当たり 1 万発の砲弾を

消費できるのに対し、ウクライナ側の消費量は 1 日当たり 2,000 発にとどまり、火力の不均衡が徐々に拡大して

いるとされる7。 

この点、米国防省が 2024年 1月に公表した「国防産業戦略（NDIS）」においては、米国の防衛生産サプライチ

ェーンが余剰在庫を持たず「ジャスト・イン・タイム生産」による効率化を重視した姿となっていることを課題として

位置付けている。そして、サプライチェーンの可視化やリスク低減、余剰生産能力への投資や防衛生産に関す

る国際的な生産拡大のための同盟国・パートナー国の参画促進を提言している8。その一環として、同戦略が、

防衛装備品の質のみならず量や冗長性も重視し、同盟国等との協力を求めていることは、見方を変えれば、輸

出後発国日本にとって米国市場に参画する好機となる。そして、その参画は、日本の防衛産業基盤の維持強化

に寄与するのみならず、弾薬や装備品不足により不利な立場に置かれつつあるウクライナを間接的に支援する

ことにもつながる。 

また、国防産業戦略が認めるとおり、米国の防衛生産サプライチェーンは、その下層レベルに行くほどリスク

に対する脆弱性が増すとされる。そうであれば、部品レベルで日本製品が米国市場に参画していく余地は、今後

さらに高まっていく可能性がある。ただし、ウクライナを含め、国際的に求められる防衛生産は、米国を通じた部

品輸出での参画のみにはとどまらない。特に、米議会でウクライナ支援予算の通過が危ぶまれている中では、

完成品の輸出を含め、日本がより大胆に役割を果たすことが求められていると言えるだろう。 

軍事技術の拮抗が生む消耗戦 

第二に、消耗戦による紛争の長期化は、ウクライナ戦争という個別の紛争に特有の様相にはとどまらない可能

性を示唆している。2023 年 1 月、米国のシンクタンク CSIS が台湾有事を想定した机上演習の成果を報告書に

まとめた際には、米国におけるスタンドオフ・ミサイルの打ち尽くしによる在庫量不足が懸念されていた9。 

戦略研究においては、一般に、近代的軍隊が戦闘を行う場合、火力投射・領土確保のための前進と、部隊の

分散・隠匿による生存性の確保の間にあるトレード・オフにバランス良く対処する必要性が指摘される。ところが、

近年の研究では、火力の精密性・致死性が向上した今世紀の防衛技術により、当該トレード・オフの均衡点が、

より生存性を重視する方向へと動いていることが明らかにされている10。 

その結果、部隊が生存するためには、広く分散した部隊配置をとり、敵のミサイルやドローンなどの精密火力

により一網打尽に無力化されないことを徹底する必要が生じる。しかしそのことにより逆に、戦力の集中により敵

の防衛線を突破し、領土を確保することが従来より難しくなる。実際、ウクライナ戦争では、早い段階からウクラ
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イナ軍の兵力を分散させて生存性を確保する戦い方が指摘されていた11。そしてさらに、集中的な無力化が困難

な分散した敵に対しては、極めて多くの弾薬が必要となり、また、文民・民用物が巻き沿いになる機会も多くなる。 

これらを踏まえれば、ミサイルやドローンなど、敵の兵力を奪える一方で、領土や一定のエリアの確保には直

接貢献しない拒否的な軍事技術が発展し、紛争当事者の能力が拮抗する状況が現出すれば、戦線が膠着する

ことは避けられない。ウクライナ戦争において、かつてないほどドローンやミサイルが多用されていることと、消

耗戦が常態化していることは、決して無関係ではないのである。そして、米中が同様の非対称的能力を伯仲させ

れば、武力紛争が起きた時、それが長期化し、装備品や弾薬の量が決定的に重要となる可能性は高い。これま

で、軍事技術の革新による短期戦やハイブリッド戦争、物理的破壊を伴わない新しい戦争の在り方が論じられて

きたが、能力が伯仲した当事者間で依然として消耗戦が展開されている事実は、現代の戦争をより長期的・歴

史的観点で位置付け直す必要性を示していると言える。 

物量が求められる戦闘の形態が認識されている以上、消耗戦に備えた余剰生産能力の向上は、現在に限ら

れた一時的なものではなく、中長期的な要請である。このため、台湾海峡や朝鮮半島という潜在的紛争地域に

近接した日本としては、国際的な防衛生産能力の冗長性の要請に対し、中長期的な観点から応えていく必要性

があるだろう。 

サプライチェーンにおけるデリスキングの必要性

第三に、経済安全保障の観点から論じられる中国に関するデリスキングの考え方も、今後、国際的な防衛生産

サプライチェーンに同様の影響を及ぼすと考えられる。上記で挙げた米国の国防産業戦略でも、敵対的な関係

にある国家に材料や技術、部品、資本を依存していることへの懸念が指摘されており、その観点からもサプライ

チェーンの可視化や同盟国等との防衛生産協力の重要性が述べられている。中国が大きな供給割合を占める

重要鉱物の中には、レアアースなど、防衛装備品の製造に不可欠のものもあり、抑止を企図する相手方にサプ

ライチェーンのボトルネックを握られている状況は、決して戦略的に好ましいものとは言えない12。

一方、国防産業戦略では同時に、防衛産業に関わる熟練労働力が先細ってきていることも懸念されており、

政府が急激に産業基盤強化のための予算を投下したところで、それのみで、一旦海外に出てしまったサプライ

チェーンを国内回帰することは容易ではない。

もちろん、サプライチェーンの海外依存や労働力不足の問題は、日本においても無縁のものではない。しかし、

米国を始めとする同盟国・パートナー国との間で、互いに脆弱性を有するサプライチェーンを相互補完する取組

は、今後さらに求められるようになっていく可能性が高い。 

この点、防衛生産サプライチェーンにおけるデリスキングの取組も、部品に関する協力から始めるのが最も現

実的だろう。その一方で、完成品の輸出や同盟国・パートナー国における現地生産を含め、あらゆる選択肢を排

除しないことも重要である。防衛装備品の分野におけるデリスキングとして真っ先に行うべきことは、投資でも補

助金でもなく、まずは自国や同盟国の脆弱性を解消する機会をブロックするような障壁を取り除くことかもしれな

い。その観点からは、2023 年末の三原則改正で可能となった部品全般の移転のみならず、航空機や艦船など

大型プラットフォームに搭載する構成品（機能発揮できるものは部品とは位置付けられていない）の輸出なども、

全面的に可能とすべきだ。また、米国政府の機微情報を含む調達に日本企業が柔軟に参画できるよう、日本か

ら米国への働き掛けも重要となってくる。 

 地経学研究所が 2023 年末に実施した経済安全保障 100 社アンケートでは、サプライヤーの変更や多元化

等を行う先として重視する国の上位に、日本（国内回帰）のほか、米国、インド、EU 等の同盟国・友好国が掲げ
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られた。防衛産業や装備品の海外移転の文脈でも、そうした国内回帰やフレンド・ショアリングの要請が同様の

観点から高まっている。加えて、従来極めて輸出を抑制的に管理してきた分野であるにもかかわらず、国際的な

需要の中長期的な拡大が見込まれる防衛装備品については、三原則の見直しの効果がかつてないほど高まっ

ているという固有の事情もある。日本としてこの状況に的確に対応していくことは、防衛産業基盤の強靭化の有

効な手段となると同時に、望ましい国際安全保障環境を主導的に創出していくという責務を果たすことにもつな

がる。 

国際安全保障秩序グループ 主任研究員 

小木洋人 

研究分野・主な関心領域 

安全保障政策 / 軍事戦略 / 国際軍事情勢 / 防衛産業政策 / 経済安全保障 
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国際的部品融通システム（ALGS）への参画など）や部品等をライセンス元に納入する場合（F-15・F-
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同意手続にはよらず、仕向先国の輸出管理体制の確認をもって第三国移転を可能とする簡易な手続がと
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た。また、移転協定の下での事前同意手続によらず仕向先国の輸出管理体制の確認をもって第三国移転
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ジョイント・ベンチャー（JV）により製造されることとされているので、第三国輸出のため「平等なパ

https://apinitiative.org/experts/ogi-hirohito/
https://www.sipri.org/databases/armstransfers
https://www.state.gov/fiscal-year-2023-u-s-arms-transfers-and-defense-trade/
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